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学校事務の共同実施 をご存じでしょうか 聞いたことがある 知っているけれども 事「 」 。 。 「
務職員が出張で出かけている 」ぐらいのことしか知らない。そういう方の方が多いかもし。
れませんね。共同実施の目的は、要項に次のように定められています。

これを受け、１支部学校事務共同実施会では、次の３つのことを目標に取り組みをしてい
きます。

１ 事務処理の効率化を図り、各校での課題解決に向けて取り組む。
２ 中学校区ごとの教育支援を行う。
３ 情報を活用し有効に活用する。

給与、旅費を適正に処理することはもちろんですが、学校事務を効率的に処理し、教職員
が児童・生徒と触れ合う時間を確保することを目的に行っています。中学校区ごとの共同実
施では、就学援助事務の学校からの配布文書を統一し、連携を図ります。また小学校、中学
校での情報交換をすることにより事務処理がスムーズに行えます。給与制度の改正や、様々
な改正等の情報を【事務だより】によりみなさまにお知らせします。本年度は、要項の中に
「学校経営に関すること」も盛り込まれました。各校の学校事務課題解決に向け、共同実施
で支援を行い、１支部事務職員全員で取り組んでいきます。

１目的

静岡市立の全小中学校を対象に、各学校において本市の教育基本構

想を具現化し、自律的な教育行政を展開するため、かつ、きめ細やか

な学習指導や情報化等学校の管理運営全般に関する支援を行い、各学

校において教職員が児童・生徒と触れ合う時間を確保するため、支部

組織による学校事務の共同実施を推進する。

『静岡市立小中学校事務の共同実施に関する要項』より抜粋

新教育事務所のお知らせ
平成１９年４月１日より、中部教育事務所と西部教育事務所が統合され 「静西教育事務所」、

せいせい

となり、東部教育事務所の名称が 「静東教育事務所」となりました。、
せいとう

静西教育事務所
せ い せ い

「 」１ 所 在 地 〒436-0294 掛川市富部456 静岡県総合教育センター 管理研修棟３階
３ 電話番号 総務課総務係 ０５３７(６２)１１１１ 総務課経理係 ０５３７(６２)１１１２

教職員課 ０５３７(６２)１１１３ 学校教育課 ０５３７(６２)１１１４
４ ﾌｧｯｸｽ番号 代表 ０５３７(２４)００５８ 教職員課専用 ０５３７(６２)１１１５

「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則等の一部改正」家族休暇について
も家族休暇が取得できるようになりました。就学時の健康診断に付き添う場合

平成１９年４月１日適用



平成１９年４月１日より （千分率）

掛金の標準となる最高限度額
毎月の給料 期末手当等 備 考掛金の標準となる最高限度額

(月額)

短期掛金 円３８．６５ ３０．９２ ５，４００，０００
円９６８，０００

介護掛金 (年度の累計額)４．４９ ３．５９

円 ※１９年８月まで８８．０７５ ７０．４６ １，５００，０００
長期掛金 円４９６，０００

(月額) ※１９年９月～２０年８月まで９０．２８７５ ７２．２３

※太文字が変更部分…介護掛金の毎月の掛金率が下がりました。
短期・長期掛金の標準となる給料等の最高限度額が上がりました。
平成１９年９月より長期掛金の掛金率が上がります。

１ 掛金率等の変更

２ ７０歳未満の者の入院に係わる高額療養費の現物給付

現物給付を受けようとする組合員は、 を共済「公立学校共済組合限度額適用認定申請書」
組合へ提出し を交付してもらいます。 を医療機「限度額適用認定証」 「限度額適用認定証」
関の窓口に提出すると支払い額が軽減されます。交付希望者は各校の事務職員までお願い

※交付希望されない組合員は現状どおりとなります。します。

３ 医療費助成事業及び公費負担医療の対象者の届出
国や地方公共団体が実施する医療費助成事業等は、共済組合が行う医療費給付事業に優

先して行われるため、下記により助成の対象となっている組合員及び該当者を扶養してい
る職員は届出をお願いします。

記

１ 届出の対象となる医療費助成事業
( )母子家庭医療費助成事業1
( )重度障害者(児)医療費助成事業2
( )国及び地方公共団体の公費負担医療3

ｱ 障害者自立支援法によるもの（更正医療・育成医療・精神通院医療）
ｲ 児童福祉法によるもの（療育の給付・小児慢性特定疾患）
ｳ 特定疾患治療研究事業によるもの（特定疾患等）
ｴ ｱ～ｳ以外の公費負担医療
※乳幼児医療費助成事業の対象者については、届出の必要はありません。

事務職員へ２ 報告期日 平成 １９ 年 月 日（ ）

※互助組合の改正(H19.4～)については、互助新聞の４月号に記載されております。

高額療養費の給付（現状）

７０歳未満の者が入院した場合、医
、療機関の窓口で自己負担額を支払い

受診月の３ヶ月以降に共済組合から
高額療養費として自動給付される。
（手続き不要）

※１高額療養費の自己負担限度額

適用区分 自己負担限度額

給料額が 円以上の者 円＋(医療費－ 円)×１％424,000 150,000 500,000
上記以外の者 円＋(医療費－ 円)×１％80,100 267,000

、 。給料額とは 掛金の標準となる給料(給料月額＋給料の調整額＋教職調整額)です

高額療養費の現物給付

医療機関の窓口での支払額が 高額※１

療養費の自己負担限度額までとなり、
支払額が軽減される。

平成１９年４月１日施行

公 立 学 校 共 済 組 合 よ り


